
「営業業務マニュアル（令和 3 年 3 月改訂）」正誤表 

 

令和 3 年 8 月 19 日 

 

「営業業務マニュアル（令和 3 年 3 月改訂）」（初版）に誤りがありましたので、以下のと

おり訂正いたします。 

 

頁 該当箇所 誤 正 

12 本文 8 行目 同法 民法 

71 下から 2 行目 漏水減免率 （1－漏水減免率(%)×0.01） 

71 下から 1 行目 要綱等で定めるものとする。 要綱等で定めることが望まし

い。 

76 下から 5 行目 「単価同調方式」により契約

を行う 

「単価同調方式」等により契約

を行う 

94 20 行目 規定が次のとおり適用される 規定が適用される 

311 下から 8 行目 2月 24日までに控訴がなされ

ない場合、 

2 月 23 日午後 12 時までに控訴

がなされない場合、 

311 下から 8 行目 2月 25日に判決が確定するこ

とになるから、 

その時点の経過によって判決が

確定することになるから、 

311 下から 7 行目 消滅時効更新の起算日は翌日

の 2 月 26 日となる。 

消滅時効更新の起算日は翌日 

の 2 月 24 日となる。 

311 下から 2 行目 確定日 確定した日 

532 索引の「認定」 149 68､71､79 
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